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●75分間、いろいろなことについて話し合いました
　まずは、町道太子中央線を通り、上ノ太子駅までバ
スを走らせてほしいという話題になりました。地域公
共交通基本計画の「施策イメージ」の図をみて頂いて
もわかると思いますが、私たち（地域公共交通会議と
行政）も、その方向性で路線の設定を考えています。
　つぎに、運行方式－デマンド方式か定時運行方式
か、が話題に挙がりました。デマンド方式はタクシー
のように便利かもしれませんが、運行費用がかなり高
くつきます。参加者のみなさんに挙手して頂いたとこ
ろ、ほぼ全員のかたが定時運行方式（事前に時刻表が
決まっていて、定められた路線を運行する方式）に賛
成されました。
　運賃については、バスに乗って、買い物や医院、上
ノ太子駅に行けるのであれば、有償で構わないと考え
るかたが大半でした。また、具体的な運賃の金額をお
聞きしたところ、およそ８割のかたが200円を妥当な
運賃と回答されました。
　最後に、予約型乗合ワゴンと総合福祉センターバスの
再編について意見交換しましたが、運行費用の削減の観
点から、ほぼ全員のかたが現在検討しているバスとの統
合を支持されました。ただし、乗合ワゴンやセンターバ
スの良い点を活かせるように、バス停や路線を考えてい
くべき、という積極的な意見が出されました。
　これら、念願の夢を叶えるには、今後、関係する交
通事業者や行政機関などとの調整が必要です。もちろ
ん、私たちはその実現に向けて精一杯の汗をかきます
が、町民のみなさんにも一緒に汗をかいてほしいと思
います。地域のみなさんの力というものは、大変偉大
なものなのです！

●太子町地域公共交通シンポジウムを開催します！
　７月８日（日）の午後１時45分から４時ごろまで、太
子町役場１階「万葉ホール」で、太子町の地域公共交
通を考えるシンポジウムを開催します。
　京都府宇治市で「レインボウバス」の本格運行をつ
かみ取った中心人物である、森本重和氏（宇治市明星
町地区まちづくり協議会会長）をお招きし、取り組み
の事例をご紹介頂きます。そのほか、近畿運輸局や太
子町民のかたなどにもご登壇頂き、パネルディスカッ
ションを行います。
　詳しくは、14ページをご覧頂きたいと思いますが、
是非とも、ご近所お声掛けのうえ、ご参加をよろしく
お願いいたします。当日は、万葉ホールが町民のみな
さんで溢れかえる、熱いシンポジウムにしたいと思っ
ています。

■�本稿は、太子町地域公共交通会議会長・大阪産業大
学経済学部教授の小川雅司氏が執筆したものである

　５月20日（日）の午後、太子町地域公共交通会議委員
の佐藤貞良氏が代表を務める「磯長台の福祉を考える
つどい」の主催により、「太子町の公共交通を考える
つどい」を開催されました。私は太子町地域公共交通
会議会長として、お招き頂き、総務部、健康福祉部の
みなさんとともに出席しましたので、本号では、その
様子をご紹介いたします。

●参加者のみなさんが大変多いことに驚きました
　私の拙い経験では、このような集まりには、たいて
い数人のかたしか来られないものです。しかしながら、
下の写真を見て頂ければ一目瞭然ですが、多くのかた
（58名）が参加されました。いかに磯長台のみなさん
にとって、地域公共交通（足の確保）の問題が切実で
あるか、参加者のみなさんの強く熱い思いを感じ取る
ことができました。
　佐藤代表の司会進行のもと、まずは、私から「太子
町地域公共交通基本計画」の概要と今後の主要な論点
についてお話しさせて頂きました。これまで６回にわ
たり、本誌で繰り返して強調させて頂いている通り、
「地域公共交通はみんなで創り、育てていくものであ
る」ということを、基本方針を交えながら説明いたし
ました。
　また、「磯長台の福祉を考えるつどい」のみなさん
には、「評論家であってほしくない」ということもお
伝えいたしました。これは、地域公共交通のことだけ
に限った話ではありませんが、地域や他人の意見を代
弁するだけで行動が伴わないかたがしばしば少なくあ
りません。バスが走ってほしい、ここにバス停がほし
い、駅までバスを走らせてほしいと要望するわりには、
自分は乗らない－これでは「空気を運ぶ」だけに終
わってしまいます。結局は太子町の財政を逼迫させる
ことになり、長く、持続的に地域公共交通を守ること
は極めて難しくなります。

15



～あなたが主役のまちづくりへ～
町長直通便の報告（平成30年１月分～３月分）

　町長直通便は、町政に望んでいることやご意見を頂くため行っています。
　その内容は、定期的に町ホームページや役場１階フロアで公表していますが、住民のみなさまに幅広く情報を提供
するため、報告します。
　平成30年１月～３月には、みなさまから７件のご意見やご感想が寄せられ、その内容は、生活に身近なものから、
環境や社会教育に関するものなど様々です。ここでは、みなさまから寄せられたご意見などを紹介します。
　詳しくは、町ホームページ及び役場１階 フロアで掲載しています。

●平成30年１月～３月の期間に寄せられた町長直通便の内容と件数
分　      　類 頂いたご意見などの概要 件    数
福祉の充実 ・病児保育室の広域利用と補助金について 1

地域コミュニティ ・ふれあい座談会を開催してほしい 1
生活環境 ・子どもが遊べる公園を造ってほしい 1

学校・社会教育
・図書室の本の種類を増やしてほしい 
・総合体育館のトイレ用スリッパをシューズのまま履けるものを置いてほしい 
・学校など公共施設に洗浄機能つきトイレを設置してほしい

3

その他 ・定時放送などの際に放送日をアナウンスしてはどうか 1
7

【町長直通便の利用方法】
　町ホームページ「町長の部屋」の「町長直通便入力フォーム」を利用されるか、役場１階 フロア及び町立公民館、
町立総合体育館に提出箱を設置していますので、所定の様式に明記し、投函してください。
※ みなさまから寄せられたご意見、ご感想については、全て町長が読ませて頂き回答していますが、住所、氏名が無

記入の場合、回答できませんので必ずご明記ください。　　　　　　　　　　◆問合せ　総務政策課　☎98-0300

下水道は正しく使いましょう～快適なくらしを守るために～
　下水道への異物流入によるポンプ故障や、油による下
水道の詰まりが多発しています。そのため、下水道管の
補修費用が年々増加しています。
　下水道だからといって、なんでも流しても良いという
わけではありません。下水道は、自然環境と皆さんの生
活環境をより良くするための公共の財産です。
　下水処理場の運転や下水道管の補修などの維持管理費
は、皆さんの下水道使用料でまかなわれています。
　一人ひとりが十分に注意して正しく使いましょう。
◆排水設備は皆さんで維持管理して頂くものです
　宅地内の排水管・ますの維持管理は、所有している人
にお願いしています。排水管の清掃業者が訪問し、清掃
を勧誘するケースがありますが、町から排水管の清掃を
依頼することはありません。もし、排水設備の詰まりや
流れが悪いなどの問題があれば、町の指定工事店へ依頼
してください。
◆下水道に異物を流さないでください
　台所の排水口に、油や野菜くず、残飯などや、トイレ
にトイレットペーパー以外のものは流さないでください。
下水道管だけではなく、家庭の排水管の詰まりやポンプ
の故障の原因となります。また、下水処理場の機能を低
下させることにつながります。

◆下水道に雨水が流れこまないようにしましょう
　町の下水道は台所、お風呂、トイレからの汚水と、雨
水を分けて処理する分流式を採用しています。汚水は下
水道管をつうじて処理場へ、雨水は側溝などに排水され
河川へと放流されます。
　処理場に送られる汚水に雨水が混じると処理場の処理
能力を超えてしまい、トイレが使えなくなったり、汚水
の処理費用が増え、下水道使用料の値上げにつながった
りしますので、宅地内排水設備で汚水と雨水が混じって
いる疑いがあれば、生活環境課へご相談ください。

◆問合せ　生活環境課　☎98-5522
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　75歳以上の皆さんがご加入の「後期高齢者医療保険」では、平成30年８月から「後期高齢者医療被保険者証」
が“水色”に変わります。
　新しい被保険者証は、７月下旬までにお手元に送付します。有効期限は、平成31年７月31日までの１年間です。
　また、現在お持ちの被保険者証（桃色）の有効期限は、平成30年７月31日までとなっており、それ以後はご使
用になれませんのでお気をつけください。
○新しい被保険者証（水色）は、お手元に届いたときからご使用頂けます。

後期高齢者医療保険料の決定
　平成30年度の後期高齢者医療保険料の決定（本算定）に伴い、被保険者の皆さんに保険料額決定通知書及び納
入通知書を送付しますので、内容をご確認ください。
　保険料の納入方法は、年金から直接納めて頂く「特別徴収」と、口座振替や納付書などで納めて頂く「普通徴収」
の２通りに分かれます。
　また、年度途中に被保険者となられた人は、資格を取得した月から月割で保険料を納めて頂きます。
※�「特別徴収（年金からのお支払い）」を口座振替に変更することができます。希望される人は、手続きが必要で
すのでご相談ください。

後期高齢者医療制度における保険料の軽減措置
　世帯の所得水準に応じて保険料軽減措置を行います。「保険料額決定通知書」に軽減額などが記載されています
ので、ご確認ください。
　また、軽減額は被保険者証送付の際に同封している「後期高齢者医療制度のしおり（保険料の項目）」をご覧く
ださい。

保険医療機関などでの自己負担割合
　自己負担割合は、毎年８月１日現在で当該年度（４月～７月までは前年度）の「地方税法上の各種所得控除後
の所得（課税標準額）」により定期判定を行います。
　医療機関での自己負担割合は、「一般の人は１割」、「現役並み所得者は３割」となります。

現役並み所得者の判定
　「地方税法上の各種所得控除後の所得（課税標準額）」が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者及
びこの人と同じ世帯に属する被保険者は、すべて現役並み所得者として３割負担となります。
※詳しくは、「後期高齢者医療制度のしおり（お医者さんにかかるとき）」をご覧ください。

◆問合せ
◎制度全般に関すること
　大阪府後期高齢者医療広域連合事務局
　保険料、被保険者資格、被保険者証などに関すること：資格管理課　☎06-4790-2028
　給付事務、保健事業（健康診査など）、医療費通知、レセプト点検に関すること：給付課　☎06-4790-2031
　事務局庶務、予算編成・経理、広域連合議会、広報広聴に関すること：総務企画課　☎06-4790-2029
◎保険料の納付、その他各種届出に関すること　保険医療課　☎98-5516

後期高齢者医療被保険者証が変わります

収　集　日

　の
「
し
尿
」
収
集
日

　の
「
ゴ
ミ
」
収
集
日

種　　　類 種　　　類 収　　　　集　　　　日

もえるゴミ

粗 大 ゴ ミ
ビン・カン混合
金　属　類
ペットボトル
プラスチック製
容器包装　　　

7月 7月

※ごみは、必ず収集日の当日、午前７時までに出してください。
※生ごみは、しっかり水分を切ってから出してください。

※粗大ごみで袋に入れて出される場合も、半透明のごみ袋を使用して
　ください。くれぐれも黒色のごみ袋は使用しないでください。

５日（木）

５日（木）

19日（木）

小　　型

一　　般

2回取り

３日・６日・10日・13日・17日・20日・24日
27日・31日
11日・25日
９日・23日
４日・18日
12日・26日
５日・19日

（毎週火・金曜日）
（第２・第４水曜日）
（第２・第４月曜日）
（第１・第３水曜日）
（第２・第４木曜日）
（第１・第３木曜日）
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場合は、 ７ 月2７日（金）までに、お申込み
ください（申込多数の場合は抽選になり
ます）。
　南河内環境事業組合のホームページで
も、ごみ・し尿処理の流れなどを掲載し
ています。ご覧頂き興味を持った人は、
ぜひ工場をご見学ください。
◆申込・問合せ
　南河内環境事業組合総務企画課
　☎33-6584
　 http://www.minamikawachi-

kankyo.or.jp/

　

ワークショップ『竹内街道灯路祭り
オリジナル “ 手持ち灯ろう”』作り

　日本遺産の「竹内街道」と「灯路祭り」
のことを知って、自由に絵を描いたり、
色紙を貼ったりして、自分だけの手持ち
灯ろうを作りませんか！
　また、古代衣装を着て記念撮影もでき
ます。ご家族、なかよしグループなどで
作って頂いても結構です。
　みなさまのご参加をお待ちしています。

［と　き］ ８ 月1８日（土） 
午後 1 時30分～ 3 時

※受付は午後 1 時開始。
［ところ］ 太子町まちづくり観光交流セ

ンター（太子町役場庁舎横）
［対　象］幼稚園児～大人まで
［参加費］500円（材料・資料代として）
［持ち物］ 筆記用具ほか（使用したい画

材や材料があればお持ちくだ
さい）

［定　員］先着15人（小学生以上）
［申込方法］
　電話で参加者の氏名・年齢・住所・連
絡先などをご連絡ください。
◆申込・問合せ
　太子町観光・まちづくり協会
　 ☎21-1600（午前 ９ 時～午後 5 時15分
（月、火曜日休業））

［定　員］50人（先着順）
［参加費］200円（資料代など）
※ 竹内街道歴史資料館友の会会員及び太

子町観光ボランティア「太子・街人（ガ
イド）の会」会員は受講料無料。

［申　込］ 電話で住所、氏名、電話番号
をご連絡ください。

※ ８ 月 ８ 日（水）午後 5 時まで。
◆申込・問合せ
　町立竹内街道歴史資料館　☎９8-3266

　

親と子のふれあい自然学習会
参加者募集

  身近な河川の自然にふれ、水生生物や
魚の解説を聞きながら、親子で環境につ
いて学習できる、ふれあい自然学習会に
参加しませんか。

［と　き］ ８ 月 ７ 日（火） 
午前10時～正午（小雨決行）

※ 午前 ８ 時45分に河内長野駅から会場　　　
まで送迎バスが出ます。

［ところ］河内長野市滝畑、出合橋付近
［対　象］町内在住・在勤の親子など
［申　込］ ７ 月20日（金）までに電話でお

申込みください。
［主　催］ 太子町・河内長野市・富田林市・

大阪狭山市・河南町・千早赤
阪村・大和川水環境協議会大
阪府域連絡会

◆申込・問合せ
　生活環境課　☎９8-5522

　
ごみ・し尿処理施設の見学者募集

　南河内環境事業組合では、ごみ・し尿
の処理方法を理解して頂くため、ごみ・
し尿処理施設の見学者を随時募集してい
ます。
　20～25人程度の団体については、バス
で送迎します。バスの送迎を希望される

催　　し催　　し

　

竹内街道歴史資料館友の会主催
古代のまが玉づくり体験

かんたん・たのしく・れきしが学べる！
［と　き］
① ７ 月25日（水）　② ７ 月26日（木）
③ ７ 月2７日（金）　④ ８ 月23日（木）
⑤ ８ 月24日（金）
各回午前10時～11時30分
※体験は 1 日で、申込みは 1 日のみ。
※ 体験当日は希望者に古代衣装の体験を

行います。ただし、撮影用のカメラな
どはお持ちください。

［ところ］ 町立竹内街道歴史資料館 
地階　講座室

［対　象］町内在住の小学生
［定　員］各回先着30人
［参加費］300円（資料代など）
［申　込］ ① ～ ③ ま で は ７ 月1８日（水）、

④⑤は ８ 月15日（水）の午後 5
時までに電話で参加者の氏名・
年齢・住所・学校名・電話番
号をご連絡ください。

◆申込・問合せ
　町立竹内街道歴史資料館　☎９8-3266

　

竹内街道歴史資料館友の会
歴史講座

　西国巡礼に関わる太子町の歴史を、上
野勝己先生にお話し頂きます。

［と　き］ ８ 月 ９ 日（木） 
午後 2 時～ 4 時

※受付は午後 1 時30分開始。
［ところ］ 太子町まちづくり観光交流セ

ンター 1 階　第 1 ・ 2 研修室
［テーマ］ 「竹内街道と西国三十三度巡礼

の歴史」
［講　師］上野　勝己

　月
の
相
談

種　　　類 日　　　程 時　　　間 問い合わせ先場　　　所

7 （国の行政に関すること）行政

消　　費　　者※１

教育

人　　　　　　権※2

就　　　　　　　労

心 　 配 　 ご 　 と

（いじめ110番・進路）

10日（火）

 平日の（月）～（金）

 平日の（月）～（金）

10日（火）・25日（水）

13：00～15：00

9：00～16：00

9：00～17：00

13：30～15：00

総 務 政 策 課
☎98－0300
富田林市消費生活センター
☎25－1000（内線186）
学 務 指 導 課
☎98－5532
住 民 人 権 課
☎98－5515
観 光 産 業 課
☎98－5521
社会福祉協議会
☎98－1311

※1　消費者相談は正午～午後1時までの間、対応できません。　※2　人権相談は、河南町・千早赤阪村役場での相談も可能です。

役場3階第2会議室

富 田 林 市 役 所

教 育 委 員 会

住 民 人 権 課

観 光 産 業 課

役場1階第2相談室
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［審　　査］
　太子町選挙管理委員会で第 1 次審査を
行います。第 1 次審査で選出された作品
について、大阪府選挙管理委員会が第 2
次審査を行います。第 2 次審査提出作品
の中から、第 3 次審査（中央審査）に出
品します。

［表彰及び作品の活用］
　第 2 次審査に入選した作品の応募者に
は、賞状を贈ります。なお、入選作品は
南河内府民センタービルで行うポスター
展での展示や大阪府選挙管理委員会のホ
ームページへの掲載など、明るい選挙の
推進に役立てます。

［発　　表］
　第 2 次審査の結果は10月上旬に、第 3
次審査の結果は11月初旬に発表します。
◆問合せ
　 太子町選挙管理委員会（住民人権課内）
　☎９8-5515

お知らせお知らせ

　
防火管理者資格取得講習会

　消防法の規定により、一定規模以上の
建物には、防火管理者を選任し、防火管
理上必要な業務を行わなければなりませ
ん。
　富田林市消防本部では、この資格を付
与するための講習会を行います。

［と　き］ ８ 月23日（木）・24日（金） 
午前 ９ 時～午後 4 時（全 2 日）

［ところ］富田林市消防本部
［定　員］８0人（先着順）
［受講料］ 1 ,450円（テキスト代）
［申　込］ ７ 月23日（月）～2７日（金） 

午前 ９ 時～午後 5 時
※土、日曜日を除く。
※電話での申込は不可。
◆問合せ　 富田林市消防本部予防課 

☎23-1124

　

第70回明るい選挙啓発ポスター
コンクール作品募集

［内　　容］ 明るい選挙を呼びかけるポ
スターを描いてください。

［応募資格］ 小学校、中学校、高等学校、
特別支援学校の児童、生徒

［締　　切］ ９ 月 ７ 日（金）
［提　　出］太子町選挙管理委員会
※ 必ず作品の裏（右下）に学校名、学年、

氏名（ふりがな）を書いてください。
［画　　材］
描画材料・色彩は自由（紙や布など、絵
の具材料だけに限りません）

［大 き さ］
542㎜×3８2㎜（四ツ切 )、3８2㎜×2７1㎜（八
ツ切）もしくはそれに準じる大きさ

農　　業農　　業

　
「大阪エコ農産物」認証申請

　大阪エコ農産物（農薬・化学肥料を大
阪府の定めた基準の 5 割以上削減した農
産物）の認証申請の受け付けを行います。
　申請書の作成、相談及び対象品目など
詳しいことは、お問い合わせください。

［申請期限］ ７ 月1８日（水）
◆問合せ
　南河内農と緑の総合事務所
　農の普及課　☎25-1131（内線26９）
　観光産業課　☎９8-5521

　
爆音機の使用にご注意

　ブドウの収穫時期もそろそろ本格的な
時期を迎え、有害鳥獣駆除のため爆音機
を使用されることも多くなります。
　しかし、早朝や夜間に爆音機を使用さ
れますと付近の住民の皆さんの迷惑とな
りますので、早朝や夜間は必ず爆音機を
止めて頂くなど、使用には十分注意して
ください。
◆問合せ　観光産業課　☎９8-5521

　
農薬の使用にご注意ください

　農薬は農地などで広く使用され、農作
業の省力化や、農作物の病害虫防除の役
に立っています。
　しかし、住宅などに接近する場所で、
やむをえず農薬を使用する場合は、周辺
住宅への周知や、飛散防止などに努めて
ください。
◆問合せ　観光産業課　☎98-5521

安全運転をお願いします
　最近、交通事故は減少していますが、子どもや高齢者が
関係する事故は増加傾向にあります。子どもは突然行動す
ることがあるので、運転時には、常に子どもの動きに注意し、
交差点では安全確認をしましょう。また、子どもには道路
で遊んではいけないことを教えましょう。ドライバーの皆
さんは、歩行中や自転車に乗っている子ども・高齢者を見
かけた場合、スピードを落とし、思いやりのある運転をお
願いします。
　また、高齢者の死亡事故の原因は、自転車乗車中に被害
に遭われるケースが目立ちます。自転車に乗るときは運転
に集中し、急な進路変更などは大変危険なので、絶対にや
めましょう。進路変更をするときは、必ず後方確認をしま
しょう。
◆問合せ　危機管理課　☎９8-5525

　大阪府では、宅地建物取引におけ
るあらゆる人権問題をなくすため、
業界団体と連携し、宅建業者の従業
者を対象に「宅地建物取引業人権推
進員」を養成しています。
　人権推進員を設置している店には
ステッカーを掲示しています。

◆問合せ
　大阪府住宅まちづくり部建築振興課
　☎06-6210-９734
　 http://www.pref.osaka.lg.jp/

kenshin/sido-jinken/shidoin.
html

宅地建物取引業人権推進員制度

広
告 犬の散髪屋さん 

わんず　鳥麻（ワンズ　トリマー） 
ワンちゃんのトリミング・シャンプー 
爪切り・肛門絞り・耳掃除だけでもOK！！ 
フードやしつけの相談にも乗ります。 
保護犬のボランティアもやってます♪ 
ご予約は０９０-６２４０-０１６４まで 
住所：太子町聖和台３-２２-４ 
HP:m.facebook.com/wanstrimmer/
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暮　ら　し暮　ら　し

　

住まいのリフォーム・空家セミナー
個別相談会

　住宅の耐震化や省エネ・バリアフリー
などのリフォームに関することや、空家
の管理、利活用や相続についてのセミナ
ーを行います。また、セミナー終了後は、
建築関係の団体や弁護士会などによる個
別相談会を行います。
　どなたでも参加できますので、みなさ
まお気軽にご参加ください。
　なお、参加には事前の申込みが必要と
なります。人数に限りがありますので、
お早めにお申込みください。

［と　き］ ７ 月2８日（土） 
午前10時～正午

［ところ］まちづくり観光交流センター
［参加費］無料
［申　込］

  ７ 月13日（金）までに、町ホームページ

から申込用紙をダウンロードするか、役
場 2 階　地域整備課で申込用紙を提出
し、お申込みください。
　セミナー、個別相談会の詳しい内容な
どについては、町ホームページをご覧頂
くか、お問い合わせください。
◆問合せ　地域整備課　☎９8-5523

　

マイナンバーカードの臨時休日
交付窓口を開設します（予約制）

　マイナンバーカードは原則として本人
が窓口に来られて受け取る必要がありま
す。平日の役場開庁日に受け取りに来る
ことが困難な人のために、臨時休日交付
窓口を開設します。
マイナンバーカード受け取りの流れ
　申込まれたマイナンバーカード（個人
番号カード）ができあがり、役場に届い
たことをお知らせする交付通知書（ハガ
キ）が申請者のご自宅に届きます。通知
書が届きましたら、必要な持ち物をお持
ちになり、ご本人が住民人権課にお越し

ください（15歳未満の人と成年被後見人
の場合は、本人に法定代理人が同行して
ください）。住民人権課で本人確認のう
え、暗証番号を設定頂くと、カードを受
け取ることができます。
　なお、平成2９年 3 月末日までに交付申
請されたマイナンバーカードで、まだ受
取に来られていないカードは、平成30年
3 月30日をもって廃棄しています。

［と　き］ ７ 月 ８ 日（日） 
午前 ９ 時～正午

［ところ］住民人権課
※ 当日は予約制となりますので、 ７ 月 4

日（水）までにご予約ください。
※ 次回以降の休日交付は決定次第別途ご

案内します。
※ 交付の際に必要な持ち物は、通知カー

ドに同封されていた案内の ７ ページ、
交付通知書、町ホームページでご確認
ください。

※ 当日は証明発行、届出などの通常業務
は行っていません。

◆問合せ　住民人権課　☎９8-5515

　毒を持つセアカゴケグモの生息情報が町内でも確認されてい
ます。
　被害にあわないため、正しい知識を持ち、効果的に駆除を行
い、安全で快適な生活環境を守ることを目的に、対策月間が大
阪府全域で設けられています。
○形態
　体長はオスが 3 mm、メスが10mm 前後です。メスは全体に
黒く、背に赤色の帯状の模様があるのが特徴です。
卵のうは乳白色、または、黄褐色で、形は球形です。
○生息場所
　日当たりがよく暖かい場所を好み、排水溝の側面やふたの裏、
花壇まわりのブロックのくぼみや穴、プランターと壁のすき間、
うつ伏せの空の植木鉢の中などでよく発見されます。
　また、動きの鈍くなる冬期は、自動販売機の裏やエアコン室
外機の裏など、暖かい場所にひそんでいます。

○生態・被害
　強い毒を持っていますが、攻撃性のないおとなしいクモです。
素手で捕まえたり、クモに気づかずにうっかり触らない限り、
かまれることはありません。
　万が一かまれた場合は、毒を流水や石けん水で洗いおとし、
できるだけ早く病院に行って、治療を受けましょう。適切な治
療のため、病院にはかまれたクモを殺してお持ちください。
　クモに直接、市販の家庭用殺虫剤（ピレスロイド系）を噴霧
すれば駆除できます。
○注意点
　セアカゴケグモを見つけても、素手で捕まえたり、触らない
ようにしてください。草引きや溝掃除などをするときは、軍手
を使用しましょう。また、庭やベランダに放置しているサンダ
ルなどを履く前に、セアカゴケグモがいないか確認しましょう。
◆問合せ　生活環境課　☎９8-5522

セアカゴケグモ等対策月間 －７月20日～８月31日－

広
告ＫＯＢＡ式体幹バランストレーニング　各クラス週１回、５名の少人数制。初回体験無料！

   アスリートの怪我の予防から生まれたメディカル発想のトレーニングです。

★ジュニアクラス（小３～６）　火・木 pm5:00 ～ 6:00　月謝 3,000 円
自分の体を使いこなし、走る、蹴る、投げる、打つなどの基礎運動能力を向上させます。
瞬発力とキレを産む俊敏性（アジリティ）を養います。怪我の予防にも最適。

★一般女性（月・水　pm2:00 ～ 3:00）　男性（土　am11:00 ～ 12:00）　月謝 5,000 円
★シ ニ ア（木・金　am11:00 ～ 11:40）　月謝 3,000 円　
運動不足を解消して、老化防止、姿勢改善、メタボ脱却！歩くだけでは健康的に痩せません。
歩行や階段の上り下りなど日常の動きがスムーズになります。転倒防止にも最適。

（予約）☎ 0721-98-6009
東上療術院

太子町太子 439-1
詳細は「東上療術院」で検索！
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福　　祉福　　祉

　

７月は社会を明るくする
運動強調月間です

～第68回社会を明るくする運動～
　“ 社会を明るくする運動 ” とは、すべ
ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯
した人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ犯罪
や非行のない安全・安心な地域社会を築
こうとする全国的な運動です。
　犯罪や非行が生まれるのは地域社会で
あり、また罪を償い更生していく場も同
じ地域社会からです。
　関係機関や団体が連携を深め、犯罪や
非行のない明るい地域づくりへの参画を
呼びかけるとともに、罪を犯した人や非
行のある少年の立ち直りを支え、安全で
安心して暮らせる地域社会づくりを進め
ていくこととしています。
◆行動目標

（１） 犯罪や非行のない安全・安心な地域
社会を築くための取組を進めよう

（２） 犯罪や非行をした人たちの立ち直り
を支えよう

◆重点事項
　犯罪や非行をした人を社会から排除・
孤立させるのではなく、再び受け入れる
ことが自然にできる「誰一人取り残さな
い」社会の実現に向け、
① 出所者などの事情を理解した上で雇用

する企業の数を増やすこと
② 帰るべき場所がないまま、刑務所から

社会に戻る人の数を減らすこと
③ 薬物依存からの回復と社会復帰を長期

的に支える地域の環境を作ること
④ 犯罪をした高齢者・障がい者などが、

社会復帰に必要な支援を受けられる環
境を作ること

⑤ 非行少年などが学びを継続できる環境
を作ること

に関係行政機関・民間団体関係者などと
の連携のもとに取り組みます。
◆問合せ　福祉課　☎９8-551９

　
障がい者の出張相談窓口

　相談支援事業所の専任職員による出張
相談窓口を開設します。
　相談希望の人は、 ７ 月13日（金）までに
ご予約ください。また、障がいのある人
やその家族が地域で安心して生活できる
よう、相談支援事業所で随時、専任職員
が相談に応じています。

［と　き］ ７ 月1９日（木） 
午後 1 時～ 3 時

［ところ］役場 1 階　相談室
◆問合せ　福祉課　☎９8-551９

　

パソコン要約筆記のための「タッ
チタイピングスキルアップ講座」

　聴覚障がい者などへの情報提供に必要
なパソコン要約筆記のためのタッチタイ
ピング講座を行います。

［と　き］
７ 月2９日、 ８ 月26日、 ９ 月 2 日、
平成31年 1 月13日、 1 月20日、 1 月2７日
毎日曜日　全 6 回
午前 ９ 時～午後 0 時30分

［ところ］
富田林市役所　会議室
河内長野市立市民交流センター

［対　象］
・ 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、

太子町、河南町、千早赤阪村に在住・
在勤・在学の1８歳以上の初心者の人

・パソコン要約筆記に興味のある人
・ タッチタイピングのスキルアップをめ

ざす人
［定　員］10人
※申込み多数の場合は抽選。

［受講料］無料
［持ち物］
ノートパソコン（OS Windows ７ 以上）

［申　込］ ７ 月13日（金）まで 
申込書に必要事項を記載し、
各市町村の障がい福祉担当課
にご提出ください。

◆問合せ　福祉課　☎９8-551９

　

手話通訳者養成講座の受
講者募集

　社会福祉協議会では、講座を受講され
る人に聴覚障がい者への正しい理解と交
流活動を促進するために必要な知識と、
手話技術に関する内容を学んで頂き、聴
覚障がい者の社会生活における円滑なコ
ミュニケーション支援の担い手となって
頂くことを目的に、手話通訳者養成講座
を開講します。

［講　座］ ・入門・初級講座 
・中級講座 
・上級講座

［と　き］ ７ 月～201９年 6 月
※講座により開始日が異なります。

［ところ］まちづくり観光交流センター
［対　象］・ 太子町に在住・在勤・在学

の1８歳以上の人
　　　　 ・手話に興味のある人

［定　員］10人
※ 定員になり次第募集を締め切らせて頂

きます。
［受講料］無料
※ ただし、テキスト代などは実費となり

ます。
◆申込・問合せ
　社会福祉協議会　☎９8-1311
　福祉課　　　　　☎９8-551９

広
告「自然なお産」をお手伝い

お産の主役はお母さんと生まれてくる赤ちゃん

健診から分娩、育児まで助産師がサポート。
「里帰り出産」や「助産師外来」「産後ケア」（母子入院・
母乳外来・デイケア）等、お気軽にご相談ください。

TEL 0721-29-1121㈹
0721-28-3550

▶見学ご希望の方
　ご連絡下さい
　受付：月～金（９時～17時）

　　　　　　お産センター 〒584-0082　大阪府富田林市向陽台1丁目3番36号
ホームページもご覧下さい▶http://ob.tonbyo.org

osan_info@tonbyo.orgE-mail
FAX

大阪府済生会
富田林病院
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教　　育教　　育

　
新入学就学相談

　来春の入学に向けて、就学相談を行い
ます。不安に思っていることなど、就学
についてお悩みの人は、ぜひ、ご相談く
ださい。

［と　き］
７ 月20日（金）～ ８ 月31日（金）
午前 ９ 時～午後 5 時
※土、日曜日を除く。

［ところ］
教育委員会事務局　学務指導課
※ 来庁される人は、事前に必ず電話でお

問い合わせください。また、電話での
ご相談も受け付けます。

※ 通常の教育相談は、随時受け付けてい
ます。特に就学のことで不安に思って
いる人は、ぜひ、ご相談ください。

◆問合せ　学務指導課　☎９8-5532

国民年金国民年金

　
国民年金基金

　国民年金基金は、少しでもゆとりある
老後を過ごすことができるように、国民
年金（老齢基礎年金）の上乗せとして給
付をする公的な個人年金制度です。
　加入できる人は、20歳以上60歳未満の
国民年金第 1 号被保険者（自営業者など
の人）、または、60歳以上65歳未満の人
や海外に居住されている人で国民年金に
任意加入されている人です。
　掛金は将来も一定で、年末調整や確定
申告の際に、社会保険料控除として全額

所得から控除されます。また、将来お受
け取り頂く年金も公的年金等控除の対象
となりますので、税法上有利な取り扱い
になっています。
◆問合せ
　大阪府国民年金基金 ☎06-6775-5775
　フリーダイヤル　　 ☎0120-65-41９2

　

国民年金保険料免除・納付猶予・学
生納付特例申請はお済みですか？

　所得が少なく、国民年金保険料を納め
ることが困難な人については、免除や猶
予制度を利用することができます。
　平成30年度の国民年金保険料免除・納
付猶予の申請受付が ７ 月から開始されま
す。また、過去 2 年 1 か月の未納期間分
についての申請も可能です。申請される
人は、印かんをお持ちになり、保険医療
課までご申請ください。
※ 退職者、震災・風水害などの被災者の

人は所得に関係なく該当する場合があ
りますので、ご相談ください。

◆問合せ　
　天王寺年金事務所　☎06-6772-7531
　保険医療課　　　　☎９8-5516

自分の為に！家族の為に！
特定健康診査を受診しましょう
　太子町国民健康保険に加入されている
40歳以上７5歳未満の人に、特定健康診査
の受診券を送付しています。期限までに
受診してください。

［受診期限］平成31年 3 月31日まで
※ 受診券の有効期限内でも、国民健康保

険から後期高齢者医療保険や会社の社
会保険などに変わった場合は使用でき
ません。

※ 同一年度内に特定健康診査と人間ドッ
ク補助の両方を利用することはできま
せんので、ご注意ください。

◆問合せ　保険医療課　☎９8-5516

広
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学校給食センター ……… ☎９8-4607
　 ………………………… ℻９8-460９
教育委員会事務局 ……… ☎９8-5533
　 ………………………… ℻９8-4514
公民館 …………………… ☎９8-5530
 …………………………… ℻９8-5530
まちづくり観光交流センター ☎９8-5521
　（観光産業課） ℻９8-4514
総合福祉センター ……… ☎９8-1311
　（社会福祉協議会） ℻９8-2111
水道 ……………………… ☎９8-5536
　（太子水道センター） ……… ℻９8-5175
板屋橋浄水場 …………… ☎９8-5537
 …………………………… ℻９8-4622
総合スポーツ公園 ……… ☎９8-5344
　（総合体育館）　　　 ℻９8-5346
保健センター …………… ☎９8-5520
 …………………………… ℻９8-3600
竹内街道歴史資料館 …… ☎９8-3266
 …………………………… ℻９8-327９
消防署太子分署 ………… ☎９8-32９９
 …………………………… ℻９8-45９９
病院紹介 ………………… ☎23-９９1９
休日診療所 ……………… ☎28-1333
富田林警察署 …………… ☎25-1234

火災・救急救助 ………… ☎11９

テレホン・メモ

開催

第185回

　毎月第 3 日曜日に青空市を行います。
　当日は、様々な店が並びますので、
ぜひお越しください。

※ 出店をご希望の人は、開催月の前
月末までに、太子町観光・まちづ
くり協会へお申込みください。

※ 駐車場が混み合いますので、車で
のお越しはご遠慮ください。

［と　き］ 7 月15日（日）
午前９時～午後１時

［ところ］太子・和みの広場
［主　催］たいし聖徳市実行委員会

◆問合せ
　太子町観光・まちづくり協会
　☎21-1600

介護のこと、１人で悩んでいませんか？ケアマネージャーがわかりやすくアドバイスいたします。

社会福祉法人　長生会

美 野 の 里
☎０７２１－９８－４

ヨ イ ロ ー ゴ
１６５

住所：大阪府南河内郡太子町山田２５５０番地
ケアプランセンター　美野の里 　担当：大浦

ケアマネージャー募集
◎ 実務未経験者 OK ！
◎ 要資格：介護支援専門員
◎  勤務時間：9：00～18：00 

（時間・曜日は応相談パートでも可）
◎ まずはお気軽にご連絡ください！

お電話お待ちしております！
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募　　集募　　集

　
大阪府警察官（巡査）採用

　大阪府警察官（巡査）の採用選考を行
います。

［と　　き］
第一次選考　 ９ 月24日（月・祝）

［受験資格］
昭和60年 4 月 2 日～平成13年 4 月 1 日
に生まれた人

［受付期間］
●一般選考
　 郵送・持参： ７ 月 1 日（日）～25日（水）
　 インターネット： ７ 月 1 日（日）～ ８ 月

2 日（木）　午後 5 時
●自己推薦による選考
　郵送： ７ 月 1 日（日）～13日（金）
◆問合せ
　大阪府警察官採用センター
　☎0120-370-314
　http://www.police.pref.osaka.jp/

　

太子町地域公共交通会議委員募集
（募集期間の延長）

　町の地域公共交通についてまとめた、
地域公共交通網形成計画などに関するこ
とを審議する機関となる、太子町地域公
共交通会議を 4 月12日に設置しました。
ついては、より開かれた会議とするため、
委員の一部を皆さんから公募します。

［公募人数］１人
［応募資格］ 町内在住の16歳以上（平成30

年 4 月 1 日現在）で、公務員
でなく、平日の昼間の会議に
出席可能な人。

［応募方法］
  ７ 月13日（金）までに、総務政策課窓口

まで応募用紙をお持ち頂くか、または、
ご郵送ください（応募様式は自由）。住所・
氏名・生年月日・性別・職業（学校名・
勤務先など）・電話番号・応募理由（400
字以内）・地域活動やボランティア活動
の実績などを記入の上、ご応募ください。
※ お持ち頂く場合は、午前 ９ 時～午後 5

時30分まで（土、日曜日を除く）。
※ 郵送は ７ 月13日の消印まで有効。
※選考結果は応募者全員に通知します。

［任　期］委嘱の日～2020年 3 月31日
［報　酬］日額７,000円
◆申込・問合せ
　総務政策課　☎９8-0300

　

自衛官募集
《パイロット・ハイテク技術に挑戦》

★航空学生
　各種航空機のパイロットなどの養成
　 入隊後約 6 年で幹部に任官（最短の場合）

［応募資格］
○海上自衛隊
　 日本国籍を有する高卒者（見込含）、

または、高専 3 年次修了者（見込含）
1８歳以上23歳未満の人

○航空自衛隊
　 日本国籍を有する高卒者（見込含）、

または、高専 3 年次修了者（見込含）
1８歳以上21歳未満の人

［受付期間］
７ 月 1 日（日）～ ９ 月 ７ 日（金）

［試験日］ ９ 月1７日（月・祝）
★一般曹候補生（非任期制）
　 陸・海・空の各部隊の中核となる「曹」

をめざす人のための制度です。
［応募資格］ 日本国籍を有する1８歳以上

2７歳未満の人
［受付期間］

７ 月 1 日（日）～ ９ 月 ７ 日（金）
［試験日］ ９ 月21日（金）～23日（日）

※上記期間のうち、 1 日。
★自衛官候補生（任期制）
　 所要の教育を経て、3 か月後に 2 等陸・

海・空士に任用
［応募資格］ 日本国籍を有する1８歳以上

2７歳未満の人
［受付期間］ 年間をつうじて受け付けて

います。
※詳しくは、お問い合わせください。
◆問合せ　自衛隊大阪地方協力本部
　　　　　 富田林地域事務所 

☎24-37９９

特化型創業支援セミナー参加募集
　町内でこれから創業される人で主
に飲食・小売・理美容業を始められ
る人を対象に、創業に関するノウハ
ウが無料で学べる「特化型創業支援
セミナー」を行います。
○業種特化型セミナー

［と　き］ ７ 月14日、21日、2８日 
８ 月 4 日　毎土曜日 
午後 1 時～ 3 時

［ところ］富田林商工会　会議室
［定　員］30人
◆問合せ　観光産業課　　☎９8-5521
　　　　　富田林商工会　☎25-1101

おでかけサポート！ハローワーク
ｉｎ大阪狭山市

　ハローワーク河内長野が求人情報
の提供や職業紹介を行います。希望
する人はぜひ、ご参加ください。なお、
ハローワークカードをすでに持って
いる人は、カードをお持ちください。

［と　き］ ７ 月24日（火） 
午後 1 時～ 4 時

※受付は午後 3 時30分まで。
［ところ］大阪狭山市役所・第 1 会議室
［参加費］無料
◆問合せ　観光産業課　☎９8-5521

広
告

2323

共有ユーザー
長方形



嘱託員・アルバイト募集
［申込書類］エントリーシート（写真貼付）及び応募資格要件の証明書などの写し
※申込書類は返却しません。
※エントリーシートについては、秘書課で配付します。また、町ホームページからもダウンロードできます。

［申込期間］７月２日（月）～18日（水）　午前９時～午後５時30分
※土日、祝日は除く。

［採用方法］受付終了後、書類審査、面接などにより任用の決定を行います。面接日時は別途連絡します。
［任用期間］ 嘱託員：任用開始日～平成31年３月31日 

アルバイト：任用開始日～平成30年9月30日
※勤務成績が良好な場合は、更新あり。ただし、原則として65歳に達した人の更新はありません。

［申込場所］役場３階　秘書課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

職種 募集人数 主な業務内容 賃金 勤務形態 応募資格

嘱
託
員
保健師 １人

成人保健・
母子保健に
かかわる事
業

224,500円
（月額）

［勤務時間］
午前９時～午後5時15分
［休日］�土、日曜日及び祝日（ただし、イ

ベントなどにより出勤の場合あ
り）

※社会保険あり・交通費支給。

保健師資格
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

ア
ル
バ
イ
ト

放課後
児童支援員

３人

放課後児童
会施設で児
童に遊びを
つうじて安
全保護及び
生活指導を
行う業務

1,060円
（時給）

［勤務時間］
・月曜日～金曜日　放課後～午後６時
・土曜日と学校休校日　
　８時間以内もしくは前後半の二交代制
※状況により時間外勤務あり。
※交通費支給。
※週４日程度勤務（シフト制）

①、②、③のいずれかに該当する人
①�放課後児童支援員認定資格研修修了
者
②�保育士、または、教員免許などを有
する人
③実務経験（２年以上）を有する人

放課後
児童補助員

　940円
（時給） 資格要件はありません

◆問合せ　秘書課　℡98-5531

編
集　
太
子
町
役
場（
総
務
部
）
　
大
阪
府
南
河
内
郡
太
子
町
大
字
山
田
８
８
番
地（
〒
５
８
３
︱

８
５
８
０
）
☎
０
７
２
１（
９
８
）０
３
０
０
㈹　
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
２
１（
９
８
）４
５
１
４

No. 524
7月号

平
成
30
年
7
月
₁
日
発
行　

発
行
所　

太
子
町
役
場　
　

町
章　
　
　
　

町
の
花　

さ
つ
き　
　

町
の
木　

く
す
の
き　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
（http

：//w
w
w
.tow

n.taishi.osaka.jp

）

広
告

広
告

広報

職 員 募 集　　コスモスで一緒に働いてみませんか
○デイサービス（通所介護）
　・常勤職員　　　　８：30～17：30
　・パート職員　　　時間は相談に応ず
○清掃員（営繕）
　・パート職員　　　夕方の2～3時間

○ホームヘルパー
　・パート職員　　時間は相談に応ず　・要資格　ヘルパー２級以上
○ケアマネージャー
　・常勤職員　　　８：30～17：30　　・要資格　居宅支援専門員

☎0721–98-3699
住所　大阪府南河内郡太子町大字山田77
担当　小路

24

共有ユーザー
長方形

共有ユーザー
長方形


